
糸満市の子育て応援情報
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子育て広場
カレンダー 3 月

▶日時　毎週（水）　9時30分～12時
　　　　13時30分～16時
▶対象　0歳～1歳6カ月のご家庭、
　　　　子育てが始まるご家庭

ひよこタイム

　今年度ご利用者さんとお子さんの修
了式を行います。
▶日時　3月19日（木）
　　　　10時～12時30分
▶対象　ぬくぬく利用登録している人
▶定員　10組
▶申込　3月13日（金）まで

ぬくぬく修了式

　個別の育児相談を行っています。
▶日時　3月13日（金）
　　　　①9時30分～10時30分
　　　　②11時～12時
　　　　③14時～15時
▶定員　各時間1組
▶申込　随時

育児相談

　誕生児がいない月は、お楽しみ会にな
ります。
▶日時　3月12日（木）
　　　　10時～11時
▶申込　3月11日（水）まで
　　　　当日参加もOK

誕生日＆お楽しみ会

　新年度準備期間のため、休館します。
▶期間　3月27日（金）～31日（火）

休館のお知らせ

子育て支援センターぬくぬく
852-3633 14632

　新年度準備期間のため、休館します。
▶期間　3月27日（金）～31日（火）

休館のお知らせ

子育て広場ぽかぽか
992-6508 14630

▶日時　毎週（木）　9時30分～16時
▶対象　0歳～1歳6カ月のご家庭、
　　　　子育てが始まるご家庭

ひよこタイム

▶日時　3月13日（金）
　　　　10時30分～11時30分
▶申込　随時

誕生会

　多胎児ならではの悩みや楽しさを共
有しませんか？双子ちゃん、三つ子ちゃ
んがいるご家庭、または多胎児妊娠中の
妊婦さんやご家族が集まり情報交換を
しています。
▶日時　3月10日（火）
　　　　9時30分～12時

多胎児クラス

　新年度準備期間のため、休館します。
▶期間　3月27日（金）～31日（火）

休館のお知らせ

子育て広場まかべ
997-2835 1062

▶日時　3月6日（金）、13日（金）
　　　　9時30分～15時30分
▶対象　0歳～1歳6カ月のご家庭、
　　　　子育てが始まるご家庭

ひよこタイム

▶日時　3月12日（木）　10時30分
▶申込　3月11日（水）まで

誕生会

　子育て広場職員がふくらしゃ館に出
向き、子育て広場を実施しています。
▶日時　3月6日（金）、10日（火）
　　　　13日（金）、24日（火）
　　　　9時30分～11時30分
▶場所　糸満市役所　ふくらしゃ館
▶対象　0歳～就学前のお子さんがいる
　　　　ご家庭、子育てが始まるご家庭
※初回利用時に、利用登録があります。

ふくらしゃ館出張子育て広場

健康推進課 840-8126 21240

　MRワクチンは、麻しん・風しんを予防す
るワクチンです。麻しん・風しんは感染力が
強く、かかると症状が重くなりやすい感染症
です。接種期限を過ぎると任意接種となり、
全額自己負担（約12,000円）になります。
【 対象者 】 平成31年4月2日～
　　　　　令和2年4月1日生まれの人

MR2期予防接種の期限は、
令和8年3月31日（火） です！

小学校入学前に
忘れずに接種しましょう！

糸満がじゅまる児童センター 995-1937

　児童センターを利用する場合、利用登録が
必要です。現在利用中の児童で、4月以降も
利用を継続する場合は、再登録が必要となり
ますので、利用登録届けの提出をお願いしま
す。利用登録を済ませていない児童は、トラブ
ル防止のため利用できません。
【 登録方法 】 
▶今年度登録済みの児童
　利用登録届けを児童へお渡しします。
▶新しく登録をしたい児童
　児童センターへ直接登録をしてください。
【 その他 】 
　利用登録届けは必ず保護者が記入してく
ださい。未就学児、小学校入学前のお子さん
は、保護者同伴でのご利用をお願いします。

西崎太陽児童センター 992-4228

　新年度を迎えるにあたって児童センターに感謝
の心を込めて一緒に掃除をしよう。掃除が終わっ
た後は、母親クラブが軽食を準備しているよ！
【 日時 】 3月30日（月）   10時～12時
西崎太陽児童センター 992-4228

西崎太陽児童センター　年度末大掃除

物価高対応子育て応援手当について

　物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する
観点から「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

平成19年4月2日～
令和8年3月31日までに生まれた児童

対象児童
　令和7年9月分（令和7年9月に生まれた
児童は10月分）の児童手当を受給した人

申請が不要な人

①令和7年10月1日から令和8年3月31
　日までに生まれた児童の保護者
②令和7年9月30日時点で児童手当を受
　給しており、糸満市に住民登録がある公務
　員の人
③令和7年10月1日以降に離婚などにより
　児童手当の受給者となった人

申請が必要な人
児童1人あたり2万円
支給額

児童手当支給対象を養育する父母など
支給対象者

3月31日（火）　必着
※令和8年3月に生まれた児童は、4月30日（木）

申請期限

こども未来課 840-8191 34823


